
 

証明書発行分野における「書かない窓口」の導入について 
 

 

1 概 要 

令和４年１月４日の新庁舎供用開始に当たり、一部の窓口及び手続きについて、窓

口で申請書を書かない、「書かない窓口」を導入します。 

具体的には、窓口利用者からマイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類

を提示していただき、本人確認ができれば、職員が住所・氏名・生年月日などの情報や

申請内容を聞き取りしながらシステム入力を行い、申請書を作成いたします。 

その申請書の内容を確認していただき、間違いがなければ署名をしていただくこと

で申請手続きが完了します。 

 

２ 対象窓口 

本庁市民サービス課の窓口 

 

３ 対象手続きと導入時期 

●証明書発行に関する手続き     （令和４年１月４日から） 

（住民票・戸籍証明書・印鑑登録証明書・税証明など 63手続き） 

●住民異動（転入・転出・転居）、世帯変更に関する手続き（運用検証を行いながら追加） 

 

４ 効 果 

これまでは名前や住所、生年月日などを交付申請書に記載する必要があり、さらに住

民票や戸籍証明書・所得証明書など、必要な証明書毎に申請書を書かなくてはなりませ

んでした。 

「書かない窓口」では、どんな証明書が必要か、職員がお伺いして申請書を作成する

ため、市民の皆様が申請書に記入する手間がなくなります。（署名のみお願いします） 

窓口手続きにかかる時間の短縮とともに、手書き文字の判読や書き間違いの補正等に

係る職員の作業負担が軽減でき、市民サービスの向上と事務の効率化が図られます。 

 

 

 

                           問合先 

                           岩見沢市市民環境部 

市民サービス課 

                               35-4187 



「書かない窓口」とは

「書かない窓口」

申請書の記入

現行

内容の確認、本人確認 諸証明の交付

本人確認と申請書の作成
（職員が聞き取りによりシステム入力）

出力した申請書の
内容確認と署名

諸証明の交付

証明書の出力（職員）

証明書をRPAにより、住基システムから自動出力

精算・退庁

精算・退庁

（市民）
申請書の内容確認、署名

（職員）
本人確認、申請書の作成
証明書の交付

（市民）
・申請書の記入

（職員）
・内容の確認、本人確認
・証明書の出力
・証明書の交付

運転免許証などの本人確認書類を提示していただき、本人確認ができれば、職員が申請内容を聞き取りの上、システム入力を行い、申請書を作成いたします。
印刷された申請書の内容をご確認いただき、ご署名をいただければ、申請手続きが完了となります。



システム導入に伴う窓口の改善イメージ 業務フロー（比較）

市民：▲05分（06分→01分）
職員：＋01分（05分→06分）
計 ：▲04分（11分→07分）

４分短縮

Ⅰ 住民票と税証明の発行手続き

市民：▲05分（06分→01分）
職員：▲05分（26分→21分）
計 ：▲10分（32分→22分）

９分短縮

Ⅱ 転入届の受付

現現状

導入後

６分 １５分１分１０分

転入届記入 内容確認 チェックシート説明
関連手続き案内

事後処理

転入届作成 署名

チェックシート説明
関連手続き案内

事後処理

１０分 １分１分 １０分

証明書
発行

現現状

導入後

３分 ３分 １分 ３分 １分

申請書記入
（住民票）

申請書記入
（税証明）

確認 証明書発行 精算

１分４分 １分 １分

申請書作成
（まとめ申請）

署名 精算

１分

令和４年１月4日から

運用検証を行いながら追加

書かない窓口申請書従来の申請書

内容を確認して
署名をするだけ

印鑑証明

税証明

住民票

戸籍証明

市民の動き 職員の動き


